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経理・人事部門の基本有用情報 

社会保険労務ニュースレター 

今回のテーマ： フレックスタイム制の拡充 

労働者にとってプライベートと仕事のバランスが取りやすいという制度のメリットを活かし、働き

方改革の一環として 2019年 4月よりフレックスタイム制が拡充されます。 

 

フレックスタイム制 

1. フレックスタイム制とは会社が一定の清算期間と清算期間内の総労働時間を定め、その範囲内で労

働者が出退勤時刻や労働時間を決めて労働する制度です。 

清算期間において、会社が定めた総労働時間と実労働時間に過不足が発生した場合、過不足に応じ

た賃金の支払いが必要です。（詳細下項） 

2. 制度導入には、下記 2点の準備が必要です。 

 a. 就業規則等に始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める 

 b. 労使協定の締結（届出は必要なし） 

  ⅰ. 対象となる労働者の範囲 

  ⅱ. 清算期間（期間の長さと起算日） 

  ⅲ. 清算期間における総労働時間※（清算期間における所定労働時間） 

  ⅳ. 標準となる 1日の労働時間 

  ⅴ. コアタイム（定めは任意） 

  ⅵ.フレキシブルタイム（定めは任意） 

※ 総労働時間は、法定労働時間の総枠の範囲内で定める必要があります。 

   清算期間における総労働時間≦清算期間の暦日数÷7日×1週間の法定労働時間（40時間） 

 

改正のポイント 

1. 清算期間の上限が、1か月から 3か月に延長されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでは 1か月の決められた総労働時間を超過した場合には割増賃金が支払われ、逆に下回った

場合には賃金が控除されていましたが、今回の改正により 2か月、3か月といった範囲で、従業員個々

の都合に応じた労働時間の調整が可能になります。 

 

2019年 3月 
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2. 例えば清算期間を 3か月、起算日を 4月 1日と定める場合、年間の清算期間は下記の通りとなりま

す。 

清算期間①：  4月－  6月 

清算期間②：  7月－  9月 

清算期間③：10月－12月 

清算期間④：  1月－  3月 

3. 1か月を超える清算期間を設定すると、以下の場合には時間外労働となり割増賃金が発生します。 

a. 清算期間における総労働時間が週平均 40時間を超えた場合 

   計算方法：清算期間の暦日数÷7日×1週間の法定労働時間（40時間） 

b. 1か月毎の労働時間が週平均 50時間を超えた場合 

   計算方法：月の暦日数÷7日×50時間 

※ フレックスタイム制の対象となる労働者についても実労働時間を把握して、適切な労働時間管

理や賃金清算を行うことが義務付けられています。 

4. 清算期間が 1か月を超える場合には、締結した労使協定を所轄労働基準監督署長へ届出る必要があ

ります。 

 

もう少し補足！ 

フレックスタイム制は管理監督者については適用除外です。一方で、2019年 4月より管理監督者や

裁量労働制が適用される労働者についても労働時間を把握し、健康管理を徹底するよう義務付けられ

ます。この法改正はあくまで健康管理の為の労働時間の把握を義務付けるものであり、管理監督者に

ついて 36協定や時間外手当の支給の対象とするものではありません。 

 

http://www.gtjapan.com/

